
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

行政職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 544 7.7% 職員 544

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 1,954 27.7% 職員 1,954

３級 主任の職務 2,096 29.7% 主任 2,096 2,096 29.7%
主
任

係長・担当係長 1,122

所長・園長 15

指導主事・事務長 87

車庫長・作業管理長・守衛長 9

計 1,233

５級 課長補佐の職務 460 6.5% 課長補佐 460 460 6.5% 課長補佐

課長・担当課長 540

室長 10

所長・館長・園長 27

副所長 6

計 583

副区長 7

部長・担当部長 91

室長・所長 46

副所長 2

事務局長 1

計 147

局長・本部長・担当理事 19

区長 7

会計管理者 1

事務局長 3

税務監 1

危機管理監 1

教育次長 1

計 33

合計 7,050 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

局
長
級

８級

１　局長、本部長又は担当理事の職務
２　区長の職務
３　会計管理者の職務
４　委員会等の事務局の長の職務
５　危機管理監の職務
６　技監の職務
７　税務監の職務
８　教育次長の職務

33 0.5% 33 0.5%

17.5%
係
長
級

課
長
級

７級

１　副区長の職務
２　部長又は担当部長の職務
３　部に相当する室の長の職務
４　部に相当する事業所の長の職務
５　副所長の職務（地域みまもり支援セン
ター（福祉事務所・保健所支所）及び川崎港
管理センターに限る。）
６　事務局の長の職務（看護大学及び市民
オンブズマン事務局に限る。）

147 2.1% 147 2.1%
部
長
級

６級

１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する室の長の職務
３　課に相当する事業所の長の職務
４　副所長の職務（地域みまもり支援セン
ター（福祉事務所・保健所支所）及び川崎港
管理センターを除く。）
５　主任指導主事の職務
６　副館長の職務

583 8.3% 583 8.3%

４級

１　係長又は担当係長の職務
２　係に相当する事業所の長の職務
３　指導主事の職務
４　事務長の職務
５　守衛長の職務
６　車庫長の職務
７　作業管理長の職務

1,233 17.5% 1,233

2,498

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

35.4%
職
員



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

行政職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
技能的職務に従事する職（以下「技能職」と
いう。）又は単純労務に従事する職（以下「業
務職」という。）の職務

40 3.4% 職員 40

２級
相当の技能、経験を必要とする技能職又は
業務職の職務

150 12.6% 職員 150

３級
高度の技能、経験を必要とする技能職又は
業務職の職務

862 72.5% 職員 862

４級 職長の職務 137 11.5% 職長 137 137 11.5%
職
長

合計 1,189 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

88.5%
職
員

1,052

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

医療職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 医師又は歯科医師の職務 0 0.0% 職員 0 0 0.0%
職
員

２級 係長又は担当係長の職務 1 4.8% 担当係長 1 1 4.8%
係
長
級

３級

１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する事業所等の長の職務
３　副所長の職務（総合リハビリテーション推
進センター及び地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）を除く。）

6 28.6% 担当課長 6 6 28.6%
課
長
級

担当部長 1

所長 1

医監 3

担当課長 2
課
長
級

計 7

担当部長 2

医監 4

所長 1

計 7

合計 21 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

部
長
級

局
長
級

33.3%

部
長
級

５級

１　局長、本部長又は担当理事の職務
２　困難な業務を行う本庁若しくは事業所の
部長若しくは担当部長又は部に相当する事
業所の長の職務
３　医務監の職務

7 33.3%

担当理事 0

7 33.3%

４級

１　部長又は担当部長の職務
２　部に相当する事業所の長の職務
３　困難な業務を行う本庁若しくは事業所の
課長若しくは担当課長又は課に相当する事
業所の長の職務
４　医監の職務
５　副所長の職務（地域みまもり支援セン
ター（福祉事務所・保健所支所）に限る。）

7 33.3% 7

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

医療職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 医療技術職員の職務 43 6.7% 職員 43

２級
高度の技術又は経験を有する医療技術職員
の職務

216 33.5% 職員 216

３級 主任の職務 218 33.8% 主任 218 218 33.8%
主
任

係長・担当係長 96

園長 1

計 97

５級 課長補佐の職務 33 5.1% 課長補佐 33 33 5.1% 課長補佐

課長・担当課長 31

所長 3

園長 1

計 35

部長・担当部長 1

副所長 2

計 3

合計 645 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

係
長
級

４級
１　係長又は担当係長の職務
２　係に相当する事業所の長の職務

97 15.0% 15.0%97

課
長
級

７級

１　部長又は担当部長の職務
２　部に相当する事業所の長の職務
３　副所長の職務（地域みまもり支援セン
ター（福祉事務所・保健所支所）に限る。）

3 0.5% 3 0.5%
部
長
級

６級

１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する事業所の長の職務
３　副所長の職務（地域みまもり支援セン
ター（福祉事務所・保健所支所）を除く。）

35 5.4% 35 5.4%

259 40.2%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

大学教育職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
１　助教の職務
２　助手の職務

6 14.6% 助教 6 6 14.6%
助
教

２級 講師の職務 14 34.1% 講師 14 14 34.1%
講
師

３級 准教授の職務 8 19.5% 准教授 8 8 19.5%
准
教
授

４級 学長又は教授の職務 13 31.7%

学長・副
学長・教
授・研究
科長

13 13 31.7%
教
授

合計 41 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

高等学校教育職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の
職務

8 1.9% 実習助手 8

教諭 311

養護教諭 16

実習教諭・教諭
（実習担当）

16

計 343

３級 総括教諭又は主幹教諭の職務 41 10.0% 総括教諭 41 41 10.0%

主
幹
教
諭

４級 副校長又は教頭の職務 14 3.4% 副校長・教頭 14 14 3.4%
教
頭

５級 校長の職務 5 1.2% 校長 5 5 1.2%
校
長

合計 411 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

343 83.5%

職務の級 基準となる職務
合計

２級
1　教諭又は養護教諭の職務
２　高度の知識、経験、技能を有し、実習指
導にあたる実習助手の職務

内訳 職制上の段階

351 85.4%
教
諭



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

義務教育諸学校教育職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の
職務

0 0.0% 講師 0

教諭 5,284

栄養教諭 30

養護教諭 207

計 5,521

４級 副校長又は教頭の職務 177 2.7% 副校長・教頭 177 177 2.7%
教
頭

５級 校長の職務 170 2.6% 校長 170 170 2.6%
校
長

合計 6,613 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

745 11.3%

主
幹
教
諭

３級 総括教諭又は主幹教諭の職務 745 11.3% 総括教諭 745

内訳 職制上の段階

5,521 83.5%
教
諭

5,521 83.5%

職務の級 基準となる職務
合計

２級
1　教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
２　高度の知識、経験又は技能を有し、実習
指導にあたる実習助手の職務



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

消防職給料表

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 消防士の職務 310 21.2% 職員 310

２級
１　消防士長の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする
　消防士の職務

340 23.2% 職員 340

主任 531

職員　※１ 1

計 532

４級 係長、担当係長又は出張所長の職務 131 9.0% 係長・担当係長・出張所長 131 131 9.0%
係
長
級

５級 課長補佐の職務 80 5.5% 課長補佐 80 80 5.5% 課長補佐

課長・担当課長・副署長 53

隊長 1

計 54

７級 部長、担当部長又は署長の職務 15 1.0% 部長・担当部長・署長 15 15 1.0%
部
長
級

８級 局長又は担当理事の職務 1 0.1% 局長 1 1 0.1%
局
長
級

合計 1,463 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

※斜字は「川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則」の「基準となる職務」に記載があるものを示す。

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

36.4%

650 44.4%
職
員

職
員
・

主
任

３級 主任の職務 532 36.4% 532

※１　平成２０年４月１日以前、職務の級が「３級」で、基準となる職務が「特に高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務」に該当
　　していた職員

６級
課長、担当課長又は副署長の職務
隊長の職務

54 3.7% 54 3.7%
課
長
級



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

特定任期付職員給料表
内訳

（人） （％） （人） （人） （％） 段階

1
高度の専門的な知識経験を有する者がその
知識経験を活用して従事する職務

0.0% 0 0.0% -

2
高度の専門的な知識経験を有する者がその
知識経験を活用して従事する困難な職務

0.0% 0 0.0% -

3
高度の専門的な知識経験を有する者がその
知識経験を活用して従事する特に困難な職
務

0.0% 0 0.0% -

4
特に高度の専門的な知識経験を有する者が
その知織経験を活用して従事する特に困難な
職務

1 100.0% 1 1 100.0% -

5
特に高度の専門的な知織経験を有する者が
その知識経験を活用して従事する特に困難で
重要な職務

0.0% 0 0.0% -

6
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた
識見を有する者がその知識経験等を活用し
て従事する特に困難で重要な職務

0.0% 0 0.0% -

7
極めて高度の専門的な知織経験又は優れた
識見を有する者がその知識経験等を活用し
て従事する特に困難で特に重要な職務

0.0% 0 0.0% -

合計 1 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

号給 基準となる職務
合計 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

第１号任期付研究員給料表
内訳

（人） （％） （人） （人） （％） 段階

1

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績
等により当該研究分野において特に優れた
研究者と認められている者がその知識経験
等に基づき困難な研究を独立して行う研究員
の職務

0 0 -

2

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績
等により当該研究分野において特に優れた
研究者と認められている者がその知識経験
等に基づき特に困難な研究を独立して行う研
究員の職務

0 0 -

3

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業
績等により当該研究分野において特に優れ
た研究者と認められている者がその知識経験
等に基づき特に困難な研究を独立して行う研
究員の職務又はその知識経験等に基づき研
究について相当の範囲にわたり調整、指導等
を行う職務

0 0 -

4

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業
績等により当該研究分野において特に優れ
た研究者と認められている者がその知識経験
等に基づき特に困難な研究で重要なものを独
立して行う研究員の職務又はその知識経験
等に基づき重要な研究について相当の範囲
にわたり調整、指導等を行う職務

0 0 -

5

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究
業績等により当該研究分野において特に優
れた研究者と認められている者がその知識経
験等に基づき特に困難な研究で重要なものを
独立して行う研究員の職務又はその知識経
験等に基づき重要な研究について広範囲に
わたり統括、調整等を行う職務

0 0 -

6

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究
業績等により当該研究分野において極めて
優れた研究者と認められている者がその知識
経験等に基づき特に困難な研究で特に重要
なものを独立して行う研究員の職務又はその
知識経験等に基づき特に重要な研究につい
て広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

0 0 -

合計 0

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

号給 基準となる職務
合計 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

第２号任期付研究員給料表
内訳

（人） （％） （人） （人） （％） 段階

1
博士課程終了直後の者の有する程度の専門
的な知識経験を有する者が当該知識経験に
基づき研究を独立して行う研究員の職務

0 0 -

2

博士課程終了後、特別研究員制度（特別の
法律により設立された法人等によって運営さ
れ、主として博士課程を修了した優れた研究
者に国立試験研究機関等において研究する
機会を提供することを内容とする制度をい
う。）等により数年にわたり研究に従事したこ
とのある者の有する程度の専門的な知識経
験を有する者が当該知識経験に基づき研究
を独立して行う研究員の職務

0 0 -

3

博士課程終了後、相当の期間にわたり研究
に従事したことのある者の有する程度の専門
的な知識経験を有する者が当該知識経験に
基づき困難な研究を独立して行う研究員の職
務

0 0 -

合計 0

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

号給 基準となる職務
合計 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

上下水道企業職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 52 5.7% 職員 52

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 262 28.6% 職員 262

３級 主任の職務 316 34.5% 主任 316 316 34.5%
主
任

係長・担当係長 134

作業長 9

計 143

５級 課長補佐の職務 70 7.6% 課長補佐 70 70 7.6% 課長補佐

課長・担当課長 48

計 62

部長・担当部長 5

所長・場長 5

室長 1

計 11

８級 担当理事の職務 1 0.1% 担当理事 1 1 0.1%
局
長
級

合計 917 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

314 34.2%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

係
長
級

６級
１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する所、センター及び場の長の
職務

62 6.8% 62 6.8%
課
長
級

４級
１　係長又は担当係長の職務
２　作業長の職務

143 15.6% 143 15.6%

所長・場長 14

部
長
級

７級
１　部長又は担当部長の職務
２　部に相当するセンター、場及び所の長の
職務

11 1.2% 11 1.2%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

上下水道企業職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
技能的職務に従事する職（以下「技能職」と
いう。）又は単純労務に従事する職（以下「業
務職」という。）の職務

6 4.0% 職員 6

２級
相当の技能、経験を必要とする技能職又は
業務職の職務

16 10.7% 職員 16

３級
高度の技能、経験を必要とする技能職又は
業務職の職務

106 71.1% 職員 106

４級 職長の職務 21 14.1% 職長 21 21 14.1%
職
長

合計 149 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

128 85.9%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

交通企業職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 8 10.8% 職員 8

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 17 23.0% 職員 17

３級 主任の職務 17 23.0% 主任 17 17 23.0% 主任

４級
１　係長、副所長又は担当係長の職務
２　係に相当する事業所の長の職務

13 17.6% 係長・担当係長 13 13 17.6% 係長級

５級 課長補佐の職務 7 9.5% 課長補佐 7 7 9.5% 課長補佐

６級
１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する事業所の長の職務

9 12.2% 課長・担当課長 9 9 12.2% 課長級

７級 部長、又は担当部長の職務 3 4.1% 部長・担当部長 3 3 4.1% 部長級

８級 担当理事の職務 0 0.0% 担当理事 0 0 0.0% 局長級

合計 74 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

25 33.8% 職員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

交通企業職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 3 5.6% 職員 3

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 11 20.4% 職員 11

３級 主任の職務 29 53.7% 主任 29 29 53.7% 主任

４級
１　係長、副所長又は担当係長の職務
２　係に相当する事業所の長の職務

6 11.1% 係長・担当係長 6 6 11.1% 係長級

５級 課長補佐の職務 2 3.7% 課長補佐 2 2 3.7% 課長補佐

６級
１　課長又は担当課長の職務
２　課に相当する事業所の長の職務

3 5.6% 課長・担当課長・所長 3 3 5.6% 課長級

合計 54 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

14 25.9%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

交通企業職給料表（３）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 技能職又は業務職の職務 13 4.0% 職員 13

２級
相当の技能及び経験を必要とする技能職又
は業務職の職務

133 40.4% 職員 133

３級
高度の技能及び経験を必要とする技能職又
は業務職の職務

157 47.7% 職員 157

４級 職長の職務 26 7.9% 職長 26 26 7.9%
職
長

合計 329 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

303 92.1%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

病院企業職給料表（１）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的業務を行う職務 7 6.2% 職員 7

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務 33 29.2% 職員 33

３級 主任の職務 21 18.6% 主任 21 21 18.6% 主任

４級 係長又は担当係長の職務 23 20.4% 係長・担当係長 23 23 20.4% 係長級

５級 課長補佐の職務 11 9.7% 課長補佐 11 11 9.7% 課長補佐

６級
１　課長又は担当課長の職務
２　食養科長の職務

12 10.6% 課長・担当課長 12 12 10.6% 課長級

部長 1

室長 1

事務局長・副所長 3

計 5

８級 局長又は担当理事の職務 1 0.9% 局長 1 1 0.9% 局長級

合計 113 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

40 35.4%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

部
長
級

７級

１　部長又は担当部長の職務
２　部に相当する室の長の職務
３　副所長の職務（患者総合サポートセンター
に限る。）
４　事務局の長の職務

5 4.4% 5 4.4%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

病院企業職給料表（２）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
単純労務に従事する職（以下「業務職」とい
う。）の職務

0 - 職員

２級 相当の経験を必要とする業務職の職務 0 - 職員

３級 高度の経験を必要とする業務職の職務 0 - 職員

４級 職長の職務 0 - 職長 0 -
職
長

合計 0 -

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

0 -
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

病院企業職給料表（３）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級 医師又は歯科医師の職務 0 0.0% 職員 0 0 0.0%
職
員

２級 副医長の職務 53 27.3% 副医長 53 53 27.3%
係
長
級

３級

１　医長の職務
２　副所長の職務（救命救急センター及び高
度脳神経治療センターを除く。）
３　副室長の職務

43 22.2% 医長 43 43 22.2%
課
長
級

部長・担当部長 59

室長 0

所長・副所長 3

計 62

病院長 2 局長

副院長 4

部長・担当部長 28

室長・所長 2

計 36

合計 194 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

部
長
級

部
長
級

32.0%

５級

１　病院長又は担当理事の職務
２　困難な業務を行う副院長、部長若しくは
担当部長、部に相当する室若しくはセンター
の長又は副所長（４級第３号の副所長に限
る。）の職務

36 18.6% 36 18.6%

４級

１　副院長、部長又は担当部長の職務
２　部に相当する室又はセンターの長の職務
３　副所長の職務（救命救急センター及び高
度脳神経治療センターに限る。）
４　困難な業務を行う医長、副所長（３級の副
所長に限る。）又は副室長の職務

62 32.0% 62



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和7年4月1日現在）

病院企業職給料表（４）

（人） （％） 補職名 （人） （人） （％） 段階

１級
薬剤師、栄養士、助産師、看護師、准看護師
その他の医療技術職員（以下「医療技術職
員」という。）の職務

315 24.0% 職員 315

２級
高度の技術又は経験を有する医療技術職員
の職務

560 42.7% 職員 560

３級 主任の職務 312 23.8% 主任 312 312 23.8% 主任

担当係長 58

看護師長 22

計 80

５級 課長補佐の職務 18 1.4% 課長補佐 18 18 1.4% 課長補佐

課長・担当課長 7

副薬剤部長 2

副看護部長 5

食養科長 8

計 22

副院長 2

部長 2

計 4

合計 1,311 100.0%

※割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

875 66.7%
職
員

職務の級 基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

1.7%
課
長
級

４級
１　担当係長の職務
２　看護師長の職務

80 6.1% 80 6.1%

６級

１　課長又は担当課長の職務
２　副薬剤部長の職務
３　副看護部長の職務
４　食養科長の職務

22 1.7% 22

係
長
級

部
長
級

７級 副院長、部長又は担当部長の職務 4 0.3% 4 0.3%


